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あけましておめでとうございます。

日頃より支部会員の皆様をはじめ関係各位におかれましても、大田支部の活動にご理解ご指

導を賜り、厚く御礼申し上げます。

皆様のご協力により、定時総会にてご承認いただきました支部活動を順調に進めることがで

きております。昨年の４月２１日に就任したばかりの新米支部長ですが、皆様に支えていただ

きながら、支部活動に努めることができました。

事業計画につきましては、今年度も昨年１０月の行政書士制度広報月間におきまして、大田

区との共催事業として無料相談会を開催し、多くの区民の方々の相談に応じることができまし

た。関係者の皆様には、改めて御礼申し上げます。その他、研修会を２回、新入会員懇談会、

支部懇親ツアー、空き家セミナー＆無料相談会、忘年会を開催しました。いずれも多くの会員

の方々が参加され、おかげさまで大変盛り上がりました。

大田区議会議員との政策懇談会につきましては、コロナ禍では要望事項を書面で提出してい

ましたが、４年ぶりに対面で意見交換をすることができました。お互いの表情がわかる中、書

面では伝えきれないことをお話しすることができました。

また、１０月にはインボイス制度が導入されました。制度の周知や理解が不十分であったこ

ともあり、免税事業者である個人事業主の会員は対応に苦慮された方が多かったのではないで

しょうか。新しい制度への対応には様々な課題が伴いますが、支部会員同士で協力し情報交換

をしていきたいと思います。

今年の夏にはパリオリンピックが開催されます。東京オリンピックが延期となり、２０２１

年に開催されたこともあり、時が経つのがとても早く感じます。コロナウイルスもまだまだ油

断なりませんが、昨秋よりインフルエンザが流行していますので、会員の皆様にはくれぐれも

ご自愛いただきたいと思います。

旧年中への謝辞を申し上げますと共に、新年も支部会員をはじめ関係各位のご健勝と益々の

ご発展をお祈りし、新春のご挨拶とさせていただきます。

新 春 に よ せ て
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東 京 都 行 政 書 士 会
会  長   宮  本    重  則

新春を迎え、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

平素より、西坂支部長をはじめ、大田支部の会員の皆様におかれましては、本会の事業活動

に多大なるご支援とご協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。

本会も会員数が増加しており、約 300 名の役員をはじめ、約 8000 名の会員の皆様とともに、

昨年も順調に会務運営が行われました。重ねまして厚く御礼申し上げます。

さて、「かかりつけ行政書士を都内標準にしよう！」という活動理念のもと、「行政書士業務

のデジタル化への対応」を最重要課題として会務運営を行っておりますが、昨年進展がござい

ました活動についてご報告させていただきます。

１．行政手続きのデジタル化・新規業務への対応

東京都から予算措置をいただき、行政手続きのデジタル化に当たり、行政書士を申請代理人

として改めて活用していただくことになりました。今後、役所への許認可や届出は急速にデジ

タル化・オンライン化が進み、電子申請が主流になるものと思われます。東京都庁での行政書

士専用の電子申請システムの創設等を通じ、スムーズな許認可申請手続きができるよう引き続

き取り組んで参ります。

２．行政書士法遵守・注意喚起プレート等の設置・表示拡大

非行政書士排除への取組みの一環で、当会の要望により４年前に東京都庁の全部局窓口に行

政書士法遵守プレートの設置がなされました。２年前には都内 102 すべての警察署に、また昨

年 10 月には東京出入国在留管理局へも行政書士法遵守プレートが設置されました。

今後も、会員の皆様の権利を護るべく上記プレートの設置、電子申請画面への行政書士法遵

守表示等の拡大等の活動を推進してまいります。

３．社会貢献活動の推進

本会には、常設の市民相談センターを設置しているほか、大田支部をはじめ、33 支部のご協

力をいただき都内ほぼすべての区市町村役所において定期的な相談会を行っております。

近年問題になっている空き家についても東京都から「空き家利活用等普及啓発・相談事業者」

に選定され活動をしております。また昨年は、マイナンバー普及促進事業を総務省から日本行

政書士会連合会経由で受託し、各支部からもご協力いただきながら東京都全域で普及促進事業

に協力いたしました。

今後もこうした社会貢献活動を通じ、国民・都民のサポートを積極的におこない、行政書士

の地位向上を目指して参ります。

本年も「かかりつけ行政書士を都内標準にしよう！」という活動理念のもと、行政書士に継

続的に業務を依頼することが都内標準、全国標準となるよう①職域確保・拡大、②デジタル化

への対応、③支部・官公署・東政連・地域・各種団体等との連携、④災害対策、⑤行政書士法

改正対応・組織改革の５つの政策を掲げ、大田支部の会員の皆様と一緒になって、上記活動を

さらに拡大し、本会の事業を行ってまいりたいと考えております。

結びにあたりまして、大田支部の一層のご発展と、会員の皆様のご健勝・ご多幸を祈念いた

しまして、新年のご挨拶とさせていただきます。

新 年 の ご 挨 拶
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令和 5 年 7 月 10 日（月）午後 6 時 30 分より、大井町きゅりあん６階大会議室にて、毎年恒例の品川・

目黒・大田三支部合同研修会が開催されました。

今回の合同研修会は品川支部が幹事となり、株式会社インフォステラ代表取締役ＣＥＯの倉原直美

様、および品川支部の石川裕先生が講師を担当し、『宇宙ビジネスのこれからと規制』と題して研修

を行いました。

今年度は新型コロナウイルスによる行動制限がなくなって初めての三支部合同研修会となりまし

た。三支部だけでなく他支部からも多くの参加があり、計５０名（内、大田支部の参加者は１２名で

した）と大変な盛況となりました。民間企業の宇宙進出が話題となっていることもあり、先生方の宇

宙ビジネスへの関心の高さがうかがえました。

第１部では株式会社インフォステラの倉原直美様から、近年の宇宙ビジネスにおける市場規模や動

向についてご講義をいただきました。事業者から見た宇宙ビジネスの規制や、行政書士との関わりな

どについて教えていただきました。宇宙ビジネスでは電波法をはじめとした許認可が多数関係してく

ることから、宇宙ビジネスに関わる事業者様は行政書士からの支援を必要とされていることを知るこ

とができました。

第 2 部では品川支部の石川裕先生から、行政書士から見た宇宙ビジネスの規制に関するご講義をい

ただきました。宇宙ビジネスに関する許認可の詳細や、行政書士として宇宙ビジネスの事業者様へど

う接するべきかなど、実例を交えた分かり易い説明を行っていただきました。

質疑応答においてもご参加された様々な先生方からの質問に倉原様、石川先生がご丁寧に回答され、

宇宙ビジネスに携わる事業者様への行政書士の関わ

り方について知識を深めることができたのではない

かと思います。 最後に今回合同開催した品川支部・

目黒支部・大田支部の各支部長からご挨拶をいただ

きまして、盛況のうちに会は無事終了しました。な

お、今年度も研修終了後は新型コロナウイルス感染

拡大予防のため、残念ながら懇親会を開くことは叶

いませんでした。

　令和 5 年度　大田・品川・目黒三支部合同研修会　開催報告

　第 16 回 　東京都行政書士会ソフトボール大会　参加報告

2023 年 8 月 27 日（日）に東京都行政書士会ソフト

ボール大会が開催されました。

再開発で解体が決まっている神宮外苑軟式野球場で

の最後の大会でした。

16 チームが参加し、４ブロックに分かれて対戦しま

した。大田 WINGS は、４試合と最も試合を多く楽し

めるブロックでした。各ブロック１位が決勝トーナメ

ント進出という試合方式で行われました。
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結果は？？

1 試合目
VS　多摩の風　杉並ルーキーズ
６－５　勝利
執念のサヨナラ勝ち！

2 試合目
VS　ＡＴＢ４８
５－８　敗北
昨年の雪辱ならず。。。悔しいです涙

3 試合目
VS　豊島サンシャインズ
４－５　敗北
無念のサヨナラ負け（降雨で試合中断もありました）

4 試合目　
VS　世田谷けやきーず
不戦勝
世田谷けやきーず、帰宅。。。

4 戦２勝２敗という結果でした。

残念ながら、２年連続決勝トーナメント進出とはなりませんでしたが、参加した部員や応援の先生方で

一丸となって試合を楽しめました。

大田 WINGS では、部員はもちろん、応援団として参加くださる方、懇親会に参加くださる方も募集し

ています。ソフトボールの経験はなくても大歓迎です。大田支部を盛り上げて参りましょう！

令和５年９月４日（月）午後５時４５分より、大田区消費者生活センター大集会室にて、毎年恒例の新入

会員懇談会が開催されました。新役員体制となってから初の新入会員懇談会でもあり、1 人でも多くの方

に集まっていただきたいと思い、懇談会のプログラムを昨年までの内容から一部見直しました。当日は 32

名の方にご参加いただきました。なお、１年目の新入会員だけでなく、２年目・３年目の先生はもちろん、

１０年以上の大ベテランの先生のご参加もあり、ここ数年の中では一番多い参加者数となりました。

青木幹治理事の進行のもと、最初に西坂洋平支部長が登壇され、大田支部概要の案内をお話しされたの

ち、ご自身の行政書士登録当時のお話、専門分野を絞るに至った理由や経緯等々、新入会員の方々にも分

かりやすくお話ししてくださいました。

次に理事の紹介がされました。新入会員の

方々に向け、理事一人一人が壇上に登って、

支部会務の担当や専門分野などに触れつつ、

それぞれがその方らしさを出した自己紹介を

しました。

続いては、本懇談会の１つ目のメインであ

る「主な行政書士業務に関するミニ講義」計

四分野が行われました。以下講義概要です。

　令和 5 年度　新入会員懇談会　開催報告
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（１） 建設業（講師：桂僚平理事）

　　 ご自身が実際に行っている業務のご説明や具体的なエピソードなど、実務に沿ったお話をしていた

だきました。

（２）国際業務（講師：湯原玲奈元理事）

　　 専門のお話のほか、勉強し続けることの大切さや他士業との関係づくりを大切にされていることを

お話ししてくださいました。

（３）相続業務（講師：石井元浩副支部長）

　　 相続業務に携わることになったキッカケが、ご自身の幼少期のお祖父様との関わりにあったとのお

話がありました。

（４）後見業務（講師：中尾亮資理事）

　　 後見等の申立てから初回・定期報告、後見事務の具体例、そして後見終了までの一連の流れについ

てお話がありました。

その後、もう１つのメインである「業際と他士業との関わり方」について、東郷祥太 理事から講義して

いただきました。弁護士、司法書士、社会保険労務士、税理士との間の業際問題となり得る業務内容をそ

れぞれについてお話しされました。ちなみに東郷先生ご自身が司法書士との兼業をなさっており、「むしろ

業際については話しづらい面もある」と笑いながらおっしゃりつつも、各業法違反となる具体的な業務や

行為を教えていただきました。

最後は、新入会員の方から事前にいただいていた質問の中で複数名から質問が出ていた「行政書士を副

業で行う」ことについて、中尾亮資理事から、登録から現在まで辿ってきた業務内容、業務量、もう一つ

のお仕事とのバランスの状況などをお話がありました。

ほぼ予定通りの 20 時過ぎに新入会員懇談会は終了しました。そして参加者のほとんどの方 （々計 28 名）

がそのまま懇親会場に移動して、登録年数関係なく楽しく会話をして懇親を深めました。あらためて大田

支部は明るくて仲の良い支部であることをみんなで再確認して懇親会も無事終了しました。

　令和 5 年度　第 2 回大田支部研修会　開催報告
令和５年１０月６日（金）１８時１５分より、大田区立消費者生活

センターの大集会室にて、令和５年度第２回大田支部研修会が開

催されました。タイトルは『相続実務～金融機関の手続きから遺産

分割協議書作成まで～』で、行政書士と司法書士のダブルライセ

ンスでご活躍されている東郷祥太先生（大田支部理事）が講師を

務めました。参加者は、大田支部から４２名、他支部から１４名の

合計５６名と、大変多くの方にご参加いただきました。全体の司会

進行は、当支部の研修担当副支部長である菖蒲悠太先生が務めま

した。

本研修会では、講師の東郷先生が、３０ページを超える講師力作のオリジナルレジュメをもとに、金融機

関、証券会社の残高証明書の取得や解約・承継手続き、遺産分割協議書の作成など、相続実務に関する基

本的かつ実践的な内容をお話しされました。特に、実際の戸籍を確認しながらの、戸籍の連続性や読み解く

方法などの解説には多くの時間を割いて、相続人調査における相続人の範囲の確定作業などの重要性を強

調されていました。古い戸籍の中には、文字の解読・判別に手を焼くものも少なくはない中、東郷先生から

の詳しい解説のもとで実際の戸籍をじっくり読むことができたのは、戸籍を読み解くスキルアップにつながっ

たのではないかと思います。また、レジュメの中には、相続関係説明図のサンプルや遺産分割協議のための

宣誓供述書の資料など、相続実務上大変参考になる資料も数多く盛り込まれていて、今後相続実務に携わ

る際に大いに役立つ貴重な資料もご提供いただきました。

本研修会を通して、行政書士として相続実務に携わる際の基本的な業務の流れをイメージすることがで

き、その中でやるべきことや注意点なども一通り理解できたのではないかと思います。相続実務は大変奥深

く、一筋縄ではいかない複雑な案件も数多くありますが、何よりもまず、相続実務に関する確かな基礎知識

の定着が不可欠です。そのような中、本研修会で相続実務の基本的かつ実践的な知識をきちんと学ぶこと

ができたのは、参加者それぞれの業務のスキルアップにつながる大変有意義なことだったのではないかと思

います。
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　大田支部街頭無料相談会を開催
　令和５年１０月２６日（木）午前１０時から午後４時まで、大田区役所本庁舎２階区民相談室および１階ロビー

に相談ブースを７つ設置し、毎年恒例の行政書士制度広報月間における街頭無料相談会を開催しました。支部会

員２９名（見学者も含む）が相談員として参加しました。

　大田区との共催事業ですので、例年通り区役所や特別出張所等へのチラシの配布、大田区報への掲載をしてい

ただきました。区内の公証役場等の関係各所を訪問し、ポスターやリーフレットの設置を依頼しました。当日は広

聴広報課のご担当者様や会員の皆様のご協力により、多くの区民の方々が相談にいらっしゃいましたが、相談者

は２５組（前年度４４組）と前年度より減ってしまいました。天気が良かったので原因が不明ですが、広聴広報課

のご担当者様によると今年度は他団体の相談会も例年より相談者の人数が少なかったそうです。相談者減少の原

因を究明し、来年度は大田区報やチラシ以外の周知活動も考えたいと思います。

       【相談内容と割合】
遺言・相続・贈与 １６件（６４％）

不動産問題 ３件（１２％）

戸籍関係・各種届出 １件　（４％）

成年後見・福祉・財産管理 １件　（４％）

在留・帰化・国際結婚 １件　（４％）

その他 ３件（１２％）

　令和 5 年度　大田支部懇親企画「浅草ツアー」　開催報告
令和５年１１月１０日（金）、毎年恒例の大田支部懇親イベントが開催されました。

今回のテーマは「浅草の文化をまるごと体験ツアー」ということで、浅草散策、雷おこし製造体験、お好み焼き・

もんじゃ食べ放題と盛りだくさんの内容です。当日はあいにくのお天気となりましたが、総勢 27 名のご参加とな

りました。

まずは雷門前で集合写真を撮影しました。ちょうど雨も上がり、とてもいい集合写真が撮れ、幸先良いスター

トです。そこから３グループに分かれて、観光ボランティアの方々に案内して頂きました。

雷門をくぐり、あの長い参道を歩きました。外国人観光客も多く、賑やかな浅草が戻ってきたのを感じました。

普段は、浅草寺へのお参りでしか訪れることがなく、今まで気にも留めていなかった名所がこんなに沢山あること

に驚きました。雨の中ではありましたが、ガイドさんの丁寧かつ面白い案内のおかげで、充実した散策となりました。

続いて、雷おこしの製造体験です。大人の社会見学という言葉がピッタリな、ワクワクドキドキな時間でした！

講師のお手本を見ると簡単そうに感じますが、そんなことはありません！意外と工程が多く、時間との戦いです。

普段見られないような先生方の姿が見られて、あちこちで大笑いが起こりました！最後は、雷おこしの手作りキッ

ドのお土産まで頂き、大満足です。

そして浅草といえばの「お好み焼き・もんじゃ」で夕飯です。皆で

鉄板を囲み、飲みながら食べながらで会話も弾みます。普段、家でもやっ

ているという家庭的なパパの顔を覗かせながら、一生懸命焼いて下さ

る先生もいました。そういう姿を見られるのも楽しいですね。

今回は登録したばかりの先生のご参加もあり、とても良いコミュニ

ケーションの機会になったと思います。

来年も楽しい懇親活動を企画したいと思っておりますので、ぜひご

参加をお待ちしております。
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【支部会員の異動状況】
（令和 5 年 4 月 1 日～令和 5 年 9 月 30 日）

登録会員数：個人会員 223、法人会員 7( 令和 5 年 9 月 30 日現在）
（敬称略）

事　由 氏名・法人名 異動年月日 郵便番号 事　務　所　所　在　地 
事 　 務 　 所 　 名

電　話　番　号 
ＦＡＸ　番　号

入　会

光安　和博 令和 5 年 5 月 1 日 146-0091 大田区鵜の木 1-1-9
みつやす行政書士事務所

03-6824-6230
―

岡本　一志 令和 5 年 5 月 1 日 144-0052 大田区蒲田 5-28-4　ECS 第 27 ﾋﾞﾙ 3 階 38
岡本一志行政書士事務所

090-7369-4214
―

近藤　昌基 令和 5 年 5 月 15 日 144-0052 大田区蒲田 5-28-4　ECS 第 27 ﾋﾞﾙ 3 階 35
FTF 国際行政書士事務所

03-6555-3844
―

今浦　太一朗 令和 5 年 5 月 15 日 143-0014 大田区大森中 1-7-19　大森ﾊﾟｰﾙﾒｿﾞﾝ 302 号
今浦行政書士事務所

03-6423-0776
―

林　常福 令和 5 年 6 月 15 日 146-0094 大田区東矢口 2-10-1
林行政書士法務事務所

03-6675-6974
―

福嶋　直哉 令和 5 年 7 月 15 日 144-0052 大田区蒲田 5-28-4　ECS 第 27 ﾋﾞﾙ 3 階 39
行政書士フクシマ企画室

090-4371-7224
―

松本　吉広 令和 5 年 8 月 15 日 145-0065 大田区東雪谷 5-29-8-201
行政書士まつもと法務事務所

03-6824-7837
03-6824-7893

伊藤　雄一 令和 5 年 9 月 1 日 144-0035 大田区南蒲田 1-5-8
伊藤行政書士事務所

090-7633-4334
―

於保　行志 令和 5 年 9 月 15 日 144-0033 大田区東糀谷 1-10-6
たなみえ行政書士事務所

03-3742-0850
―

転　入

松島　金万重 令和 5 年 4 月 14 日 145-0072 大田区田園調布本町 41-1-501
行政書士　松島　（港支部より転入）

090-6152-2953
―

齊藤　健二 令和 5 年 5 月 31 日 145-0071 大田区田園調布 1-15-4
行政書士齊藤事務所　（武鷹支部より転入）

090-5527-0471
―

佐々木　一行 令和 5 年 6 月 14 日 146-0092 大田区下丸子 3-17-13　K ﾊｲﾑ 101 号室
（品川支部より転入）

03-6715-0168
―

移　転

佐藤　千咲 令和 5 年 6 月 14 日 146-0091 大田区鵜の木 1-16-16　ﾌﾟﾗﾃｨｰｸ鵜の木 301 変更なし

松村　麻里 令和 5 年 8 月 1 日 146-0091 大田区鵜の木 2-29-6 変更なし

行政書士法人羽田国際
リーガルファーム 令和 5 年 8 月 1 日 146-0091 大田区鵜の木 2-29-6 変更なし

藤野　慶和 令和 5 年 8 月 15 日 146-0082 大田区池上 6-6-4　黄金ﾋﾞﾙ 401 03-6885-2595
03-6885-2595

長嶋　邦英 令和 5 年 9 月 29 日 146-0095 大田区多摩川 1-23-19-403 変更なし

電話FAX 
番号変更

鈴木　清貴 令和 5 年 4 月 14 日 ― ― 03-6824-4256
03-6824-4256

遠山　眞人 令和 5 年 9 月 15 日 ― ― 090-7434-7784
―

転　出
大森　元紀 令和 5 年 9 月 15 日 ― 目黒支部へ転出 ―

黒鎺　友行 令和 5 年 9 月 15 日 ― 品川支部へ転出 ―

廃　業

原島　史典 令和 5 年 4 月 10 日 ― （廃　業） ―

安岡　克己 令和 5 年 5 月 31 日 ― （廃　業） ―

川口　富弘 令和 5 年 6 月 21 日 ― （廃　業） ―

加藤　博之 令和 5 年 7 月 31 日 ― （廃　業） ―

渡邉　秀樹 令和 5 年 7 月 31 日 ― （廃　業） ―

葵　佐代子 令和 5 年 9 月 5 日 ― （廃　業） ―

河野　一郎 令和 5 年 9 月 7 日 ― （廃　業） ―

大内　和男 令和 5 年 9 月 30 日 ― （廃　業） ―

令和５年 ５月から令和 ５ 年 １１月までの間、５月１２日（金）７月２０日（木）９月１９日（火）
１１月２２日（水）の計 ４ 回開催しました。

　支部役員会
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●新年賀詞交歓会開催のお知らせ

　大田支部では今年も、新年賀詞交歓会を開催致します。皆様奮ってご参加ください。

　日時：令和６年１月１８日（木）午後 6時３０分より（受付午後６時００分より）

　会場：プラザ・アペア３階　アルベールの間（大田区西蒲田８−３−５）

●支部総会開催のお知らせ

　�　令和６年度の支部総会の 4月開催を予定しております。支部総会終了後には懇親会も開催され

ますので、皆様奮ってご参加ください。

●令和６年度　相談員募集

　�　毎月大田区役所で開催している無料相談会の相談員を今年も募集致します。新年度の相談員をご

希望の方は、下記募集要項にしたがい、氏名・住所・電話番号・メールアドレスを明記の上、メー

ルにてご応募ください。後日、担当者からご連絡いたします。

　�　無料相談会の相談員につきましては、次の条件があります。現在までに大田支部もしくは他支部

にて無料相談員の経験者に限るものとさせていただきます。大田区役所内で行なっている公的な事

業となりますので、このような対応をさせていただいております。

　�　なお、新人会員の方につきましては、入会された順番に応じて相談員をお願いしております。そ

の際には、ぜひご協力をお願いいたします。

＜応募要項＞

　相談員の方には、年１回～数回の相談会を担当して頂きます。各回とも相談員２名以上で担当します。

日　時：毎月第４木曜、午後１時～４時（ただし、１２月のみ第３木曜に開催）

場　所：大田区役所　１階ロビー

申込先：副支部長　根嵜　知恵子　

メール：�chieko@nezaki-gyosei.com

電　話：03－5480－4860

締切り：令和６年２月２日（金）到着分まで

　今後のお知らせ

編
集
後
記

★昨年は編集担当の後藤先生が出産。椿ちゃん、ワンちゃんネコちゃんにベッドを奪われないように頑張れ！ 今年も

おめでたい年となりますように。（根嵜）

★出産を経て子育てという初めての体験をさせてもらっています。自分が新たな生命をこの世に生み出したなんて、

いまだに理解ができません！神秘です。この貴重な時間を大切に過ごしたいと思います。（後藤）

支部会費納入のお願い
平素より支部運営にご理解、ご協力いただきありがとうございます。令和５年度も３か月を残すのみとなりました。支部

会費（月額４００円、年額４, ８００円）は、当年度１年分を全納すると支部細則に規定されています。つきましては、１２

月３１日時点で今年度支部会費を未納の方は至急納入くださいますようお願いいたします。支部運営は、会員各位の会費に

より成り立っています。会員相互の公平性の確保および円滑な支部運営のため、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

過年度（令和４年度以前）の支部会費を未納の方は、「過年度分の未納支部会費」を「令和５年度の支部会費」と合算し

て至急納入くださいますようお願いいたします。また、長期滞納会員に対しては、法的措置も検討いたしますのでご承知お

きください。 （会計担当　石井）


